
 

平成２４年４月３０日 
 イニシア千住曙町区分所有者の皆様へ                           
 イニシア千住曙町自治会員の皆様へ 

イニシア千住曙町管理組合 理事長   
イニシア千住曙町自治会   会長   

 

イニシア千住曙町第３期通常総会のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は管理組合業務に対しまして格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、「イニシア千住曙町第３期通常総会」を下記の通り開催致したくご案内申し上げます。

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますようお願い申し上げます。 
敬具 

記 

 

＜日 時＞ 平成２４年５月１９日(土)  ０９：４０～１２：００ 

  

＜場 所＞ キッズスタジアム兼集会室（マンション内） 

  
＜自治会＞ 

 
 

 
 
＜管理組合＞ 

第１号議案 第３期事業報告、決算報告の件 

第２号議案 第４期自治会役員選任の件 

第３号議案 第４期事業計画、予算（案）承認の件 

 

第１号議案 第３期事業報告､決算報告並びに監査報告の件 

第２号議案 長期修繕計画承認の件 

第３号議案 共用部分照明LED化導入の件 

第４号議案 エレベータ保守契約変更の件 

第５号議案 管理組合役員の選出細則変更の件 

第６号議案 管理委託契約締結の件 

第７号議案 第４期事業計画､予算(案)承認の件 

第８号議案 第４期管理組合役員選任の件 

 
管理規約の定めに従い、管理組合の総会の議長は理事長が務めます。総会に先立って、管理会社よ
り委託契約内容の変更に伴い重要事項説明があります。（０９：４０～１０：００） 
＜当日持参頂くもの＞ 
■本総会議案書集 ■管理規約集 ■管理委託に係る重要事項説明書 ■座布団 
 尚、出席の方は出席票、ご都合により欠席される方は添付の委任状または議決権行使書に、ご署
名・ご捺印の上、５月10日(木)までに管理組合郵便受けにご投函下さい。 
 また、外部居住者の方は、返信用封筒にてご郵送下さい。＜５月10(木)必着＞ 
＊本総会議案書には、個人情報が含まれておりますので取扱いにご注意ください。 
 

出席票・委任状・議決権行使書はいずれかを 

必ずご提出されるようお願いいたします 



 



 

ここからは管理組合の議案書になります。 
 

第１号議案  第３期事業報告､決算報告並びに監査報告の件 

 

第３期年間事業報告書 
（平成２３年３月～平成２４年２月） 

   3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 回数 備考 
 総合設備点検 ※  22   14   17   30  年4回  

 消防用設備点検 ※      8-12      6-12 年2回  

設 エレベーター保守点検 ※ 24 26,27
28 

30 27 25,26
27 

29 27 26,27
28 

28 27 23,24
25 

24 ﾘﾓｰﾄ 注３ 

 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ処理槽点検 ※ 14 12 16 17 11 11 12 12 15 13 17 14 月1回  

備 空調設備保守点検 ※  13,14      12,13     年2回  

 空調設備清掃 ※  13,14   13      18  年4回  

 水景設備保守点検 ※   13   11   8   9 年4回  

管 雨水利用装置点検 ※   13   11   8   9 年4回  

 貯水槽清掃 ※           30  年1回  

 画像監視システム業務  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

理 機械警備業務  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

 建築設備定期検査           16   年1回  

 雑排水管清掃       注4      年1回  

 簡易専用水道検査  9            年1回  

 防犯カメラ点検             6  注５ 

 定期清掃   ○  ○  ○  ○  ○  ○ 年6回  

掃 
清 

日常清掃 ※ フロントマネージャー及びクリーンスタッフが勤務日に実施  注６ 

特別清掃 ※   23,24      17    年2回  

 FIX窓清掃     16,18 1        年1回  

 低木刈込          18    年1回  

 中高木冬期剪定           1,2 

16 

  年1回  

 生垣刈込          18    年1回  

 予防消毒    17  23  20,22
30 

     年3回  

 手取除草    17  23  20,22
,30 

 18    年4回  

 除草剤散布   5  28  8      3 年4回  

栽 芝生刈込    17  23  20,22
,30 

     年3回  

 施肥             3 年1回  

 植栽その他  2 5 17 28 23 8 20,22
,30 

17 18 1,2, 
5,16 

    

 中高木夏期剪定        20,22
30 

     年1回  

 ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ障子・網戸張替  ○     ○         

 保険対応工事  ○     ○  ○ ○ ○  ○  9件 

 ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換または調整  ○   ○   ○        

 自動ﾄﾞｱ緊急補修   ○             

計画 自販機用ｺﾝｾﾝﾄ設置    ○            
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修繕 
・ 
工事 

駐車場照明器具増設       ○    ○     

建物調査       ○         

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換        ○        

灌水系統漏水調査        ○        

震災被害復旧工事         ○       

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ交換          ○      

 排気ﾌｧﾝ部品交換          ○      

健康器具修理          ○      

共用部分ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ増設           ○     

駐車場ｽﾗｲﾀﾞｰ緊急補修             ○   

ﾀｲﾙ製作             ○   

空調機修理             ○   

保険 ﾏﾝｼｮﾝ管理組合総合保険 平成21年12月10日～平成31年12月10日  

契約 賠償責任保険 平成22年4月1日～平成23年4月1日～平成24年4月1日  

総 第２期通常総会    21            

会 第３期臨時総会             12   

理事会   5 2,23  18 16 20 17 15 19 17 21 18   

  
 
特記事項 
 
 
 

■日常管理業務 
フロントマネージャ複数体制で勤務 
注1：※印は管理委託契約に基づき、大和ライフネクスト㈱が実施しました。 
注2：表上の数字は実施日を表しています。 
注3：エレベーター保守点検については、次のとおり実施しました。 

・7台は常時遠隔監視、月１回の遠隔点検、３ヶ月に１度の点検員による現地点検 
・非常用エレベーターは監視付月1回の点検 

注4：雑排水管清掃は8/30,31,9/1,2,6～9,13～16,21,22,28に実施しました。 
注5：防犯カメラについては、レンタル契約（点検あり）です。 

契約期間：平成23年10月1日～平成29年9月30日 
注6：クリーンスタッフ勤務日：日月火水木金土 
 

第３期 理事会活動報告 

 

■第３期の業務に対し、以下の役員で運営致しました。 

 

理事長              

副理事長（書記・広報・共用部）     

副理事長（営繕・会計）      

副理事長（自治会・防災・安全）     

理事（書記）            

理事（書記）           

理事（広報）          

理事（広報）          

理事（連絡）           

理事（共用部）          

理事（共用部）         

理事（営繕）            

理事（営繕）           

理事（営繕）          
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理事（会計）         瑾 

理事（自治会）           

理事（自治会）          

理事（防災・安全）         

理事（防災・安全）         

監事              

監事              

              

 

■ 第３期の主な業務 
 
 毎月第３土曜日に理事会を開催しました。(2011年6月から、第3期の間に理事会は12回開催) 
月次の理事会では管理会社からの報告事項・提案事項について検討・決定したほか、22人からなる理事会を
効率的に運用して、役員が“決定すること”に集中できるような仕組み作りの確立に力を入れてきました。 
検討の結果は、今回を含め第３期の間に２回開催された総会の議案等に反映されております。 
理事会での議事内容については、その概要を理事会便りによって全戸に投函するほか、完全な形での議事録
を“コラボ”を利用されている方はダウンロード可能としているほか、全て管理事務室で閲覧可能として参
りましたので、各回理事会における検討/決定事項の詳細については本議案書では割愛させて頂きます。 
 
３期理事会は、２期の通常総会で可決された多数の議決で定められたことを実際に実施する義務を負ってス
タートしました。また、３期のはじめ3/11に発生した地震によって建物がかなり大きな被害をうけたため、
その対応にも追われる形になりました。非常に多くの案件を抱えこむ形になり、その解決に時間がかかりま
した。対応スピードなどでご不満を持たれた点がありましたらご容赦いただければ幸いです。 
 
理事会として３期に特に力を入れてきた点についてご報告させていただきます： 
① マンション管理士事務所との顧問契約による理事会活動の推進   
② 詳細検討の専門委員会への移行 
③ 共用施設委員会を中心とした、駐輪場問題の解決 
④ 営繕委員会を中心とした、共用部・専有部の具合の竣工時からある不具合の補修 
および東日本大震災による建物の被害の復旧 

⑤ エレベーターの保守契約の見直しや、共用部照明管球のLED化など一般会計の収支の改善の取り組み 
⑥ 防災協議会を共同で立ち上げるなど自治会との連携の強化です。 
 

① マンション管理士事務所との顧問契約による理事会活動の効率的推進 

２期通常総会のおける試行導入の決議に従って現在メルすみごこちマンション管理士事務所との管理組合
（理事会）顧問サービスを導入しています。 
月例の理事会に必ず同席していただいておりますが、今までの成果として 
(1) 管理人・管理会社担当者・理事長への予算執行の裁量権の付与による、少額決済の効率化 
 － 数万円規模の一回限りの、常識的に必ず必要な決済が理事会に持ち込まれることがなくなり、理事会
が 
 真に重要な案件のみに集中することができるようになりました。月例理事会の開催時間も１－２期とは 
 異なり３時間程度にまで短縮されています 
(2) 毎回の理事会への理事会における専門性を要する案件（規約の詳細など）への助言 
－ お目付け役として、常設された”監事”のような役割を担っていただいています 
(3) 各種の取得された見積もりに対する妥当性の検討 
(4) 各種営繕コンサルタントの紹介、交渉の窓口としての活躍 
－ 現在導入中の住宅検査保証協会・アワーブレーン環境設計の２社を紹介いただいたほか、各種やり取り
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を実施していただき、平日にはなかなか動きがとれない役員をサポートいただいています 
(5) ＥＶ保守契約小委員会への全面的なサポート 
 － 相見積の取得、各種資料の整備などエレベータ－の保守契約見直しをサポートして頂きました 
(6) 宅配クリーニング、駐輪場への電動空気入れなどの導入提案 
(7)『分かりやすい広報』へのサポート 
－ 毎月の理事会便り広報の素案の作成を補助いただいております 

など各方面で実を結びつつあります。 
最近『全住民へのやりたいことアンケート』を事務所が中心となって実施して、より広い範囲から声を取り
上げて実施の可能性などについて検討を進めたいとの提案を受けて、理事会でお願いすることになりました。 
半年がかりでの計画になりますが、準備ができましたらコラボでご案内するほか、全戸に投函させて頂きま
す。 
理事会では 
「管理組合（理事会）運営を円滑にしたい」  
「中立な立場のアドバイスをスピーディーに受けたい」  
「長期的な視野で住み心地と不動産価値を維持・向上させたい」  

という当管理組合のニーズに合った提案を継続的に実施していただいていることから、継続的にサポート業
務を実施していただくべく、第７号議案において来期の予算にもそのコンサルタント経費の導入を提案して
おります。（現行の契約金額はおよそ、管理費の一般会計総額の１％ほどです） 
 

② 詳細検討の専門委員会への移行 

 ２期通常総会で、正式に専門委員会制度の設立が細則に定められて、その委員会に理事会側から担当する 
副理事長をはじめとした役員が入る形で実際の検討を進めるスタイルに移行しました。設立されている委員
会は、共用施設委員会・営繕委員会・ＥＶ保守契約検討小委員会（３期のみ期間限定）・防災協議会（自治
会長を長とする、自治会と理事会合同の委員会）の４つで、以下の③～⑥は、各々委員会に理事会から諮問
を行い、 
委員会が実質的検討を行って、結果を理事会に対する議決要求の形でまとまった形で答申することによって、 
月例理事会に問題点が解決案を伴わない生のままで上がってくることがなくなりました。 
全ての委員会は、３人いる副理事長のいずれかが総括することになっていて、結果を担当の副理事長が報告
することから、理事長や、書記・広報・会計などの役員は月例の理事会の会議一つに集中することができま
す。 
①の顧問導入と併せて輪番制でほぼ役員全員が入れ替わりになる理事会で、誰が理事長になっても滞りなく 
理事会運営が可能となる地盤つくりはできたかと考えております。 
 これら委員会の委員には、区分所有者の方はどなたでも参加（委員を辞めることも随時可能）することが
でき、毎年ほぼ役員の全数が入れ替わりとなる理事会では困難な長期的な視野にたった継続性ある検討をお
願いしております。専門委員会の委員は、理事会の議事録なども含め名前が明かされることはなく匿名性が
確保されております。委員会からの提案の議決結果については理事会の理事のみが責任を負います。 
共用施設委員会では継続的に女性の方・小さなお子様のおられる方の参加を呼び掛けております（キッチン
スタジオ・キッズスタジアムなどの備品・消耗品の選定などが現在困難）。また、営繕委員会では、建築に
関する知識に詳しい方に一人でも多く参加していただきたいと考えております。今後この専門委員会制度が
定着していくかどうかが理事会運営の継続性の確保の上で極めて重要となります。 
是非各種専門委員会への参加をご検討いただければ幸いです。 

 
③ 共用施設委員会を中心とした、駐輪場・バイク置き場問題の解決 

 駐輪場・バイク置き場に規約で認められた上限を超える車両が多数置かれていて、他の２輪車両による利
用を阻害している問題について、第２期通常総会で、地下駐車場の廃止・そこへのバイク置き場の移動・バ
イク置き場スペースの平置き駐輪場の創設が提案され、特別多数決議で可決されました。 
 その詳細案の検討と実施は３期理事会に引き継がれ、共用施設委員会を中心として検討を進めほぼ１年が
かりになりましたが以下のように解決することができました： 
● 実際のバイクオーナーの意見を取り入れながら､全長2500mmまでのバイクに対応できる形で合計87台のバ
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イク置き場を確保し、照度アップ・盗難防止用バーの設置・防犯カメラ設置などを行って全バイク車両に 
移動をしていただくことによって、全契約数の3/4(45台近く)が、割り当てられた区画に対して全長が超
過しているという規約違反状態を解消できました。 

● 117台からなる平置きの駐輪場区画を創設して、子供用の大型の椅子を設置した自転車を中心に、それま
で規約違反状態にあった自転車のみの移動希望をとって、10月中旬までに希望のあった全戸に対して平置
きでの移動先107区画と来客用の10区画を確保しました。移動を希望されなかった人を中心とする残った
サイズオーバーの車両について“ラック式上段”に限って設置を認めることを可能とする規約の変更を行
って、現有の全車両と規約に反することなく契約が可能としました。 

● ラック式上段の料金の５０％値下げを実施しました。また、バイク・自転車とも年度中途での解約で料金
の払い戻しができない問題を月次課金への移行を実現して解消しました。必要性に応じて中途解約を行っ
て別の区画に移動することを容易にすることによって空き区画の円滑な運用が可能になります。 

これらの結果として、ラック式下段にある規約サイズオーバーの全車両を平置きもしくは上段移動して、 
住民の皆様から頻繁に寄せられていた、隣あるいは下の自転車が邪魔で自分の自転車が区画に収まらないと
いう苦情をほぼ完全になくすことができました。 
現在、平置きへの移動に伴って生じた下段の107個所を利用して、ポーチに放置されている自転車を収容す
る移動先として契約していただけるよう注意喚起を実施中です。 
１年がかりとなりましたが現在マンションにある全ての自転車を規約に反することなく駐輪場に収容するこ

とが可能なように、区画の用意と、関連する規約・細則の改定を終了しました。 

 

④ 営繕委員会を中心とした、建物の不具合・震災復旧への取り組み 

 3期より理事会から諮問を行い検討結果を答申していただく正式の専門委員会として、常設の営繕委員会が 
立ち上がっています。建築士資格をお持ちの方など委員会側にのみ参加の委員に、理事会からは営繕を担当
する副理事長および担当役員が参加して実際的な検討の場は委員会に移しております。 

 震災が発生したのは、ちょうど当マンションが竣工から２年を迎えた日です。２期から引き継いできた、 
売主に対する初期不良の指摘とその無償での是正工事の実施と、震災による被害（これは設計や施工に瑕疵
がなければ組合の負担となります）の切り分けが困難な案件が多く、売主との交渉に長時間を要しました。 
もっとも典型的な例が、マンション外構部分の不等沈下になります。地震前からスーパー堤防部分の盛り土
部分が沈下していた点が地震で悪化した個所が多数ありました。また、P棟-R棟の渡り廊下(EXP-J)の大規模
な脱落については、それを設計・施工瑕疵によるものであるとする営繕委員会側の主張と、不可能力による
ものと 
する売主側の主張が現在もまだ食い違ったままです。売主＋施工者に発注を行うと、“責任の有無の確認”
と 
“その復旧”が複雑に絡み合って、早期の復旧工事が困難になります。 
 これらの問題について分離して進める目的から、顧問契約を結んでいるメルすみごこち事務所の紹介で、
以下の２社の建築関係のコンサルタント会社を起用しました： 
 
(1) 住宅検査保証協会： 住宅検査を専門とする会社で、建築紛争などに豊富な経験を有する会社です。 
  2年の瑕疵担保保証を受けられる“震災によらない”不具合点の指摘および、EXP-Jの大規模な脱落につい 
 て売主に設計上の瑕疵があるかどうかの調査を依頼しました。前者については、既に数百個所からなる 
 不具合の報告が提出され、そのうち“震災によらない施工時からの不具合”であると分類されていた全て 
 の点について、売主は初期不良であることを認め、５月より是正工事の開始が予定されています。 
 EXP-J については６回に渡って住宅検査保証協会と、売主の間で構造計算書をもとにしたやりとりがあり 
 質問と回答については終息しつつあります。この結果を待って、設計瑕疵の有無についての回答が行われ 
 その結果に応じて、組合としての今度の売主との協議方針を考えていくことになります。 
 
(2) アワーブレーン環境設計（以後ＯＢと略記）：大規模修繕工事の設計監理方式による実施などに大規模 
 タワー等を含む広範な経験を有することと、EXP-Jの復旧工事の経験も有することから、今回の震災復旧 
 全般の設計監理を行う業者として選定しました。『設計監理』とは実際にどのような工事を行うかを決定
し、 
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 その仕様を確定させた上で、複数の業者から相見積を実施して工事を行う業者を選定するとともに、 
 その工事が妥当に実施されているかどうかを確認する作業を行うことです。 
  実施の確認を行う業者を、工事会社と完全に“別”の会社にすることによって、工事の確実な実施が 
 保証されるようになります。 
 
[1] 震災の復旧工事は、まずR2エントランス部分や、P1棟の低層階を中心とした巾木部分の割れなど、非常
に見た目が悪く、マンションや該当住戸の資産価値を大きく毀損する可能性のあるものの修理を優先的に早
期に実施しました。 
[2] また、最近売主との協議が整って、建物外構部の不等沈下については、震災前から存在していてそれが
地震で悪化したものはすべて売主負担、震災で初めて生じたものについては組合負担で工事を一括して実施
することになりました。総額にしめる割合は8-9割が売主側の負担と推測されます。組合側では約100万円の
支出を行って工事を発注、５月の連休までに完了を予定しています。 
[3] EXP-J および P1の西面・北面を中心としたタイルの剥落については、ＯＢ社の協力を得て各々独立に複
数社の相見積を行った結果、いずれも施工会社として“フォルス”という会社を選定しました。 
この２点の修理の総額は監理・調査コストを含めて約4000万円となる予定で、監理ＯＢ・施工フォルスで契
約を終了しています。工事は、4月-6月にわたって行われる予定で、梅雨などによる工事の遅れがなければ6
月中を目途に終了をみこんでおります。4月下旬現在でのP1西面での調査結果からは、修理を要するタイルの
枚数は、組合が震災後に特注で発注して既に納品済み（不足の場合の再発注納品には３か月ほどかかりま
す）の１万枚の範囲内で収まるみこみとの報告を受けています。 
[4] 今までに工事で使った金額は約500万円です。[3]のOBにより簡易見積もりを受けて、2月に臨時総会を開
催して、この２点に関わる工事費用約4000万円の、修繕積立金の取り崩しによる調達について議案として提
出し承認をいただきました。2期の通常総会において一般会計からの支出が認められた金額2000万円中、工事
の遅れなどから３期中に執行できなかった1500万円分について、４期予算の一般会計支出への計上の承認を
第７号議案にてお願いしております。 
[5] 一般会計2000万＋積立金会計からの4000万の合計6000万中行先の確定している金額は4500万円です。 
残りの費用を利用して、優先度の高い、P1を除く棟の外壁のタイルの打診調査、R1-R2間の7階のEXP-Jの脱落
の修理、水景施設（大きな水漏れが発生して現在止めています）の復旧などについて４期理事会に引き継ぎ
を 
実施する予定です。 
[6] また、震災から各戸の協力を得て提出をいただいている共用部分の震災被害個所について、電子的な形
でのとりまとめを終了しました。数が膨大なほか、重篤なものは見いだされなかったことから、人的資源の
限られる営繕委員会では、EXP-J/P1外壁補修に集中せざるを得ませんでしたが、今後の検討を目指して４期
に引き継を実施します。一部の棟で、ひび割れなどによる雨水侵入が疑われる白華現象の存在（OBは2-3年以
内の補修を推奨）、マンション全体で共用廊下に面した梁のひび割れ（その個所だけ塗りなおすと目立つこ
とからＯＢとしては柱と柱の間のスパン全体の再塗装を６期に予定されている鉄部塗装などと同時に実施を
推奨）また逆梁のR2/P2棟を中心に、逆梁の建設時の打継部分にひび割れの発生などが典型的な地震の被害と
して挙がってきています。これからについてどの順でどのように直していくかについてＯＢとともに検討を
４期にお願いいたします。 
 
⑤ 組合の会計の収支の改善に向けた取り組み 

 ３期理事会では震災復旧などでの大きな臨時支出の発生や、長期修繕計画の見直しに伴い修繕に要する総
費用が上昇する可能性が高いことを受けて、管理組合の収支について各種の収支改善案を検討してまいりま
した。 
このうち、エレベーターの保守契約の変更（保守会社を変更して、現行契約と同等の契約内容のままで、年
間約290万円の支出の削減）と、共用部の照明の管球の一部をＬＥＤ化する提案（初期投資350万円を要する
が、年110万円の電気代を節減可能）について、本総会に各々第３号・第４号議案として提案しております。 
 
 収支改善については１期に駐車場有償化で年100万円、共用部保険切り替えで年200万円相当(10年で2000万
円)、東京電力との契約見直しで年100万円。２期に、有人店舗廃止自販機化と、委託契約費の見直しで、年
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1100万円程度、今回ご提案している共用部の照明のＬＥＤ化、エレベーター契約の見直しで年400万円で合わ
せると初期設定から約1900万改善した上で、一部をコラボの契約年約60万円、FIX窓清掃年約40万円、自治会
へのゴミ置き場収入の移管年約50万円、役員報酬および、マンション管理事務所の顧問契約の導入年約250万
円と新規の支出に振り当ててサービス向上・理事会運営の省力化・効率化のために充ててまいりました。 
年600万円の先の２期通常総会で承認いただいている一般会計→積立金会計の振り替えを行った上で、なお
毎年地震などの特殊要因がなければ収支は黒字化されていることになります 
※ 4期予算においては、震災の復旧工事の２期通常総会における承認分の執行が繰り越しになったために単
年度では赤字予算となっていますが、詳細は第７号議案においてご説明させていただきます。 
 大きなサービス低下を伴わないで削減可能な部分に一通り手をつけた形になることから、今後は現実的な
収支の見込みの中で、近く予定されている修繕積立金の値上げを含んだ、修繕費会計の将来計画の検討など 
に4期以降の理事会が集中していけるだけの基盤はつくれたかと理事会では考えております。 
 

⑥ 防災協議会を共同で立ち上げるなど自治会との連携の強化 

  第３期の役員選任においても、自治会の役員を兼ねる“自治会担当”を主たる業務とする理事を定めて、
自治会の役員会と、管理組合の理事会の両方に出席することで、互いの情報交換や、相互への要望などの伝
達を密に実施しております。 
マンションの敷地を一歩でれば、近隣との良好な関係の維持や、行政との各種情報や要望の伝達などは、地
方自治の末端組織としての自治会の役割となり自治会と管理組合は車の両輪のような関係にあります。今期
は自治会長が、理事会の役員を兼ねる形となったので連携については大きく進めることができました。 
 震災などでの防災対策の窓口としては、まず自治会に話が来ることから、自治会長を長として、自治会・
理事会から防災の担当役員が参加する“防災協議会”を第２期の総会決議で立ち上がって活動を開始してい
ます。防災備品の調達などを双方が予算を出し合って行う３カ年計画を策定して、管理組合からは第３期に
は100万円の支出を行って、防災備品の購入などを行っています。第４期予算にも、第７号議案のなかで90万
円が計上されております。 
 ゴミ置き場の分別のマナー改善などの広報や、放置される粗大ごみへの対処などは、自治会に実施してい
ただいています。管理組合より自治会に深く感謝いたします。 
 
 
以上 第３期の事業報告､決算報告並びに監査報告について承認をお願いいたします。 
 
 
 

 
 
＜補足＞ 
第３期決算報告について、予算と実績の差が大きいもの。内訳などの説明が必要なものについて簡単ですが 
ご説明させて頂きます。予算番号については、以下第３期収支報告書の費目番号（一番左の４ケタの数字を
ご覧ください） 
 
[ 収入 ] 
 
1465 雑収入については、犯人の分からない共用部の故意の破損や、台風などの強風によるマンションの 

共用部の被害などへの共用部保険の支払いを含むため、例年必ず予算額よりも大きくなります。 
殆どの場合、実際に修理した費用の1.3倍の支払いを受けます。対応する工事支出は、1594修繕費 
に計上されます。 
このほかに各種カウンターにおける物販や、コピー代、ＮＴＴによるインターネット電気使用料 
などを含みます。特記事項として自治会より防犯灯の区からの助成金39000円を電気代に充当して下さい 
として頂いております。（公開空地通路の照明） 
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[ 支出 ]  
 
1504  3/11の震災で、給水管が破断し、また、水景施設にも水漏れがあったため、２回にわたって多額の 

請求がありました。大きく予算額を超えているのはこのためです。 
水景施設の復旧工事が終われば、水漏れがなくなったことを報告の上で、水漏れに伴う大量の水の消費 
があった月の分を清算可能となるため、復旧工事について優先的に実施を考えております。 

 
1541  委託契約は総会で承認を受けるため、６月から翌年の５月までの契約になっています。委託契約費 
   は、２期の通常総会で管理会社よりの値下げ提案を承認していますので、3,4,5月はそれまでの分で、 
   値下がりした委託経費で6月-2月分が支払われていて12では割り切れません。 

詳細は月次収支報告書をご覧ください。 
 
1546  年度途中で撤去工事が実施されて、支払いがなくなりました。４期予算にも計上はありません。 
 
1594  修繕費については、主たる故障個所であるEXP-J/P1外壁補修の工事実施が４期（３月以降）にずれこ 
   んでいるため、２期通常総会で承認された震災復旧費用の2000万中500万程度だけしか２月末までに 
   執行することができませんでした。 
   1500万円分を４期送りとして、４期一般会計の予算中に計上しました。 
 
1631  コピー用紙など、各種管理事務室での消耗品が含まれ、共用部管球の購入コストが大きくなっており

ます。組合関連での支出ではトナーカートリッジ（約48万円）など広報印刷関連の消耗品の購入コスト
が大きくなっています。防災安全協議会による防災備品の購入経費約100万円はここに含まれます。管
理組合関連では、事務用のパソコンの購入１台、自治会と理事会での重複利用時用の２台目の会議用プ
ロジェクターの購入をしています。予算に対して執行額が少なくなっているのは、共用施設委員会で購
入したうち金額の大きなキッチンスタジオの椅子・キッズスタジアムカーテン・自転車置き場の自動空
気入れなどの費用が３月以降の納品となり４期に計上されるためです。このため４期では共用施設委員
会の予算として、この繰り越し分を増額して計上しております。 

 
1531  コラボ年額 64.8万円｡毎月の支払としては、メルすみごこち事務所への12.6万円、ＡＥＤのレンタル

台6510円 共用部・管理事務室の管理組合によるインターネット接続代2625円などの合計です。 
 
1651  コピー機のコピー代、使用料、ダスキンのマットのレンタル料が中心ですが、販売用の粗大ごみ処理

券などの購入コストに、総会議案書の印刷代などが含まれます。２期通常総会の議案書印刷に約31万円、
ミニショップ什器の廃棄費用6万円などで予算を超過しました。 

 
1655  コピー機のレンタル料のほか、一回577,500円のディスポーザー排水処理施設汚泥処理費用の発生が 
   期中に２回ありました。 
 
1701  予備費の利用はほかの費目に収まらない場合に緊急支出を要する場合に限って理事会の裁量を認めて 
   いただいているもので、なにもなければ執行はされません。 

今年は、２か所（ＯＢおよび住宅検査保証協会）で構造計算書を同時に緊急に必要としたためのコピー
代を計上しています。 

 
 
 
なお、各費目の支出詳細については、“住戸番号・名前”が含まれていない総勘定元帳の全ページを 
毎年住民用Ｗｅｂ掲示板『コラボ』にて公開しております。関心のあるかたはご覧ください。 
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自   平成２３年 ３月 １日 

至   平成２４年 ２月２９日 
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第２号議案 長期修繕計画承認の件 

 
マンションの共用部分の維持管理を行うにあたり、将来 25 年間から 30 年の間に想定される計画修繕
の内容と、そのための修繕維持積立金を検討し資金計画を予測したものが長期修繕計画です。マンショ

ン購入時の設計図面に基づいて作成された長期修繕計画書が販売時に添付されていたもので現在管理組

合として承認した長期修繕計画となります。 
 
 
＜総会でご承認いただきたいこと＞ 

大和ライフネクストから提案のあった、新たな長期修繕計画についてご承認をお願いいたします。 
これは、第 4 期に予算取りする修繕費の前提となる修繕計画です。第 5 期以降の修繕計画については、
第 4 期の理事会にて内容を精査していただくことをお願いいたしたいと第３期理事会では考えており、
これを４期理事会が必要と考えた場合には、総会などで新規に予算を確保しなおすことなく可能とする

ため、長期修繕計画そのものの精査のための費用を第７号議案でご提案している第４期予算に計上して

おります。 
 
 
長期修繕計画については、概ね 5 年程度を目途として見直しをすることが推奨されています。現行の

計画は、2007年 3月に策定されたもので、実際に検討を行っていたのは 2006年になります。既に 5年
以上を経過しており、また計画段階から竣工までの仕様変更などに伴って、修繕すべきものの種類や個

数などにも実際との食い違いもみられます。 
長期修繕計画については、旧計画の策定後に世の中で動きがありました。国交省より平成 20年 6月に
『長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン』が発表され、マンション管理標準指針の内容をより具体

化して、長期修繕計画の基本的な考え方などの基準が定められました。また平成 23年４月には『マンシ
ョンの修繕積立金に関するガイドライン』発表されており、そこでは、当マンションが採用している段

階増額積立方式に対して、将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点からは、均等積

立方式が望ましいとの見解が打ち出されています。長期修繕計画・資金計画の両方について新しい視点

から見直す時期にあると考えられます。 
管理会社大和ライフネクストから、第２期に「実際にマンションの設備や数量等を確認して長期修繕

計画を作成します」との提案があり、理事会として再作成を依頼しました。 
その結果、2010 年 10 月に新しい長期修繕計画が提示され、その内容の精査を第 3 期で行う予定でおり
ました。しかしながら、昨年 3月 11日に発生した震災被害の復旧工事や 2年アフター工事についての売
主との協議等で多くの時間を費やし、その確認や精査の作業は手付かずのままとなっております。 
第 4 期の積立金会計の修繕費に長期修繕計画の数字を反映するにあたり、購入時長修（販売時に配布

された長期修繕計画）と新長修（大和ライフネクストが第 2 期に作成した新しい長期修繕計画）には数
字の差があります。購入時長修に基づく予算額で修繕等が出来ない場合には臨時総会を開催して、その

修繕工事の費用をご承認いただく必要があります。それでは、第 4 期理事会の負担が重くなるため、新
長修に基づく数字を予算計上することといたしました。そのためには、まずその数字の根拠となる新長

期修繕計画をご承認いただく必要があります。 
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【4期における購入時長修と新長修の数字の違い】 
各種施設（木部塗装）  
 購入時長修：20万円（4年毎に 20万円） 
 新 長 修：なし （6年毎に 20万円） 
給水設備  
 購入時長修：給水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 210万円 
 新 長 修：高層階用給水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 50万円 
       低層階用給水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備 50万円 
       中水設備機器類交換 17万円    合計 117万円 
ディスポーザー排水処理設備 
 購入時長修：機器類交換で 4期までに 104.5万円 
 新 長 修：機器類交換 277.5万円 
水景設備  
 購入時長修：なし  
 新 長 修：機器類交換 57万円 
電気設備 
 購入時長修：なし  
 新 長 修：車路管制設備 制御盤等交換 6.8万円 
消防避難設備 
 購入時長修：なし 
 新 長 修：自家発電設備 機器類交換 32.5万円 
 

以下に全体的な購入時長修と新長修の違い、今後の管理組合としての考え方等をまとめました。 
※別添資料 「長期修繕計画」「作成根拠説明書」「変更内容比較表」「見直し項目とその設定金額」 
と併せてご覧ください。 
 
１．購入時長修と新長修の第 30期までの工事累計金額差 
  約 392,564千円（長修に合わせて千円単位で記載しております） 
 
２．金額差の要因   
※差額は主だった項目のみ記載しました。詳細は「変更内容比較表」をご参照ください。 
購入時長修はマンションが建築される前に設計図（あくまでもマンションを建設するための図面であり、

竣工図面とは異なります）を基に作成されていますが、新長修は計画の精度向上のため、次の点を確認

して作成されています。そのために金額差が生じています。 
①数量の見直し  
○「戸当たり金額×総戸数」から「数量（㎡）×設定単価」へ見直し 
 ・エントランス、集会室等修繕（ゴミ置場含む）：差額 8,700千円 
 ・受水槽：差額 13,000千円 
○計測方法の変更、数量の再計測、設定単価の見直し 
 ・建具（アルミ建具）：差額 66,300千円 
 ・手摺：差額 107,300千円 
 ・アルミルーバー：差額 37,000千円 
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 ・自走式駐車場（仮設・外装）：差額 48,700千円 
 ・移動式粉末消火設備：差額 11,200千円 
②点検報告書や現地調査をおこないメーカーより概算金額を取得し反映 
 ・低層階用給水ポンプ（ユニット）：差額 10,100千円 
 ・空調機・全熱交換機：差額 10,400千円 
 ・換気設備：差額 17,500千円 
 ・エレベーター設備：差額 101,400千円 
 ・シャッター設備：差額 26,400千円 
③メーカーが作成した長期修繕計画を反映 
 水景設備、車路管制設備、自動火災報知器設備、自家発電設備、ディスポーザー設備等 
 
３．項目、金額の変更点  
○外構その他、建築系その他工事、ガス給湯器、排煙設備、自走式駐車場照明器具、配電 
盤、保守用インターホン設備、屋内消火栓ボックス交換、スプリンクラー設備、ガス警報 
器設備、連結送水管設備等の項目を追加  
 
４．第 3期での工事実績反映 
○ディスポーザーは 2011/11の実績工事分を減額（15千円） 
○電波障害対策費の項目を削除 
○自走式駐車場に取り付けた照明器具の実績を反映し、24年周期で 400千円を追加 
 
５．大和ライフネクストからの提案 
 新長修の設備等の項目は実際にマンションを調査して作成しています。また、修繕周期等は公的機関

の指針に基づいて設定しています。計画されている周期では修繕を行わないと思われる項目（駐車場の

亜鉛メッキの塗装やシャッターなど）や、不具合が生じた場合にその箇所だけを一般会計の修繕費で修

理する（空調設備や共用部分のガス給湯器など）項目もあります。 
大和ライフネクストより、管理組合の要望に合わせ修繕計画の再作成も出来るとの報告を受けています。

以下は具体的に見直しが出来る項目の例です。 
 
○削除できる項目 
・事後保全で一般会計から支出できる項目 
・工事実績が少なく、不確定要素が多い項目 
・美観面を考慮し設定している項目 
○削除することが好ましくない項目 
・建物診断に基づいた計画的な実施が望まれる項目 
・安全面に係わる項目 
・ライフラインに係わる項目 
 
＜見直しができる具体例＞ 
（建築系） 
・屋上防水、ルーフバルコニー、屋上緑化、共用廊下、共用階段、自走式駐車場修繕：足場が不要なた

め、大規模修繕工事と時期を分けて実施することも可能 
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・建具、手摺、舗装：必要な部分のみの補修として、全体の 30％程度の金額に変更 
・その他金物、その他(案内板等) エントランス等修繕：大規模修繕工事の予備費内で対応とし、項目の
みの設定とすることも可能 

      
 
（設備系） 
・給湯、共同視聴、避雷針：不具合が生じた場合に一般会計の修繕費で対応することし、設定しないこ

とも可能 
・ガス漏警報器：個別対応とする場合は設定しないことも可能 
・その他設備（宅配 BOX・防犯カメラ他）、非接触キーシステム、車路管制設備：事後保全対応とし、
金額を設定しないことも可能 
 
○上記の見直しに該当する項目と設定金額 
別添資料をご参照ください。 

 
６．今後の管理組合としての進め方 
 現行の修繕維持積立金の金額は、専有部の面積１平方メートルあたり約 120円（平均的な 75㎡程度の
住戸で約 9000円）となっております。 
 購入時長修では 5年毎に 20％アップする積立金計画となっています。26期には現行の約 2.5倍 31期
には約３倍に値上がりし、同じ広さの住戸で月に 27,000円を支出することになり後にいくほど厳しくな
る 
計画となっています。 
 今回の計画では、30年の計画修繕費の総額が約 4億円アップしている一方で、これに対応した修繕積
立金計画の側では、２期通常総会において承認いただいた、年間 600 万円の一般会計からの定額振り替
え（ミニショップの廃止・自販機コンビニ化で得られた剰余金）による収入のアップがあるだけですの

で、今回ご提案する新長修は、その通りに実施することを仮定すると、積立金には不足を生じることに

なります。 
 
※ これについては別添資料『千住曙町 修繕維持積立金計画書』をご覧ください。年 600 万円の一般
会計からの振り替えを永続的に実施することを前提に、“青色の線”が、現行のまま値上げを一切行わな

かった場合、“ピンクの線”が、5年ごとに（6,11,16,21,,,期）に『販売時長修』の方式に従って、20%の
複利方式での値上げを継続していった場合（5,10,15…期にその都度総会決議を要します）、緑色の線が 
平成 23年に国交省より発表の『マンションの修繕積立金に関するガイドライン』の推奨方式に従って 
均等積立方式で 30年間にわたって不足が生じないように積立金を値上げした場合の積立金の総額の推移
を示しています。均等式では約 75%の値上げを必要とし、値上げ後の定額での積立金は 1㎡あたり月 210
円(75㎡の住戸の場合で 16,000円程度)となります。 
 今回の震災に伴って、修繕積立金の取り崩しによって復旧工事を実施しておりますが、この総額が未

だ明らかではないために震災復旧工事による支出は修繕維持積立金計画書には計上しておりません。 
 
 長期修繕計画を精査し、その計画に基づき修繕維持積立金の見直しを行うことは、管理組合として大

変重要なことです。今後の理事会において、今回ご提案する長期修繕計画をベースに内容の精査を行う

ことを前提に第４期予算案の策定の根拠となる長期修繕計画の承認をお願いいたします。 
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第３号議案 共用部分照明 LED 化導入の件 

 
共用電気料として月額約 96万円弱の支払いが発生しております。東京電力からの通達とおり 17％の値上げが実
施されれば、月額約 16万円、年間では 200万円近い値上がりとなります。東日本大震災以降、節電の目的でエ
レベーターホールの照明の間引きをしておりますが、更なる節電、電気料金の削減のために共用部分の照明の一

部を LED に変更することをご提案いたします。今回の導入は、電気料金の削減効果が大きいと思われる箇所の照

明器具を対象としています。（経済効果の詳細は次頁をご参照ください） 
 
【提案内容】 
●今回の導入工事費用：3,516,450円（税込み） 
●LED照明に交換する共用部分照明： 
ポーチ、廊下、渡り廊下、外階段の電球型蛍光灯、ミニショップのハロゲン灯 
エレベーターホールのコンパクト型蛍光灯  計 626箇所 
※現在節電のために既に管球を外してあるエレベーターホールの照明器具はそのままとし、 

LEDへの交換は行いません。 
●交換する LED照明器具：東芝ライラック 
●製品の保証期間：設置後 2年間（保証期間終了時に照度を検証いたします） 
●無償点検：2年間（1回/年 照度および異常の有無の確認） 
 
【LED導入による経済効果】 
＜4.6年目までの間にかかる費用＞ 
現行の照明器具の管球交換費用：約 188万円 
LED導入費用：約 352万円 
LEDに変更することで見込める電気料金の削減金額：約 506万円 
4.6年目までに、約 342万円の費用の削減が見込めます。 
 
＜4.7～9.2年目までの間にかかる費用＞ 
現行の照明器具の管球交換費用：約 188万円 
この期間中に交換が必要となる LED管球費用：約 94万円（24時間点灯箇所のみ） 
電気料金削減金額：約 506万円 
この期間に約 600万円が削減できる見込みです。  
 
＜フロントマネージャーの管球交換作業の軽減＞ 
２月の管球交換実績：45箇所  
費やした交換時間：18本×1名×20分＋27箇所×2名×20分＝1440分＝24時間 
この時間を他の作業に充てることができます。 
参考：交換に要する FMの作業時間の算出方法 

   ポーチ、廊下、渡り廊下、外階段：20分×2名 
   エレベーターホール：15分×1名 
   駐車場エレベーターホール：30分×2名 
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第４号議案 エレベーター保守会社の変更に関する件 

 
東日本大震災の影響で予期せぬ補修工事費の発生や電気料の値上げ、更に長期修繕計画の見直しによ

る将来負担コストの増額見込み（第２号議案参照）から、皆様には将来において一層の積立資金が必要

（修繕積立金の値上げ可能性）であることはほぼ明確となっています。 

そこで日常の管理コストを削減し、削減分を修繕積立金会計へ振り替えることで皆様の負担軽減を図る

べく、年間コストの大きいエレベーター保守料金の見直しを「安全性を重視する前提」で検討して参り

ました。 

その結果、保守会社を大和ライフネクスト株式会社（以下「ＤＬＮ」とします）からジャパンエレベー

ターサービス株式会社（以下「ＪＥＳ」とします）へ変更することが妥当と判断しご提案いたします。 

 

①本議案の主なポイントについて 

・ エレベーター保守会社をＤＬＮからＪＥＳへと変更します。 

・ 会社変更に伴い保守料が次の通り変更となります。 

 現行（ＤＬＮ） 本案（ＪＥＳ） 

月額（年額）保守料 798,000 円（9,576,000 円） 555,450 円（6,665,400 円） 

保守料差額 － －242,550 円（－2,910,600 円） 

現行比 － 69.6％ 

・ 保守内容（フルメンテナンス契約＋遠隔監視＋リモート点検）に変更はありません。 

・ ＪＥＳとの契約期間は平成２４年８月１日から平成２５年５月末までとし、以降は１年更新となりま

す。 

 

②本議案上程における考え方について（重要） 

次ページ「第４号議案に関する説明資料」をご参照ください。 

 

③その他 

・ 本議案が可決された場合、ＤＬＮとの間で締結する管理委託契約のうちエレベーター保守に関する業

務が平成２４年８月分から削除されます（第６号議案参照） 

・ 本議案が否決となった場合、ＤＬＮとの管理委託契約内容を一部変更して締結します。具体的には定

額委託料のうちエレベーター保守料金が月額 703,500 円（年額 8,442,000 円）、現行比－94,500 円（同

－1,134,000 円）、88.2％となります。サービス契約内容は全く同一で、ＤＬＮとの交渉の結果値下

げの提示を受けたものです。 

・ 現行の DLN-東芝との保守契約では、遠隔監視によって毎月点検は実施されていますが、全部で８台 

  のエレベーターのうち、Ｒ３棟の非常用エレベーターを除く７台は、点検員が来訪しての現地点検 

は 3か月に一回となっています。今回提案する JES との契約では、ＦＭ契約＋遠隔監視＋リモート 

点検については同等を確保しながら、点検員の来訪は８台すべてについて毎月実施での提案となっ 

ており、現行契約を“超える”ものとなっています。 

 

 

 

－ 48 －



第４号議案に関する説明資料（これは議案の一部ではありません） 

 

趣旨説明： 

まず、われわれ今期理事会役員は皆様と同じマンション住民であり、エレベーター利用者でもありま

す。皆様と同じ立場に立ち今回の検討を行いましたことをご理解ください。 

 

１）本議案上程の趣旨 

第 2 号議案にも記載させて頂いた通り、イニシア千住曙町では東日本大震災の影響で予期せぬ補修工

事費の発生（約 4,000 万円はほぼ確定）や東京電力による共用部分の電気料値上げ、更には長期修繕計

画の見直しによる将来負担コストの増額見込みなど、皆様には将来において一層の積立資金が必要（修

繕積立金の値上げ可能性）であることはほぼ明確となっています。 

そこで館内照明のＬＥＤ電灯への交換（第３号議案参照）と同様に日常の管理コスト削減効果があり、

削減分を修繕積立金会計へ振り替えることで我々の将来負担を軽減すべく、年間コストの大きいエレベ

ーター保守料金の見直しを検討して参りました。 

 

２）本議案における検討のポイント 

 本議案の上程に当たり最も注意したのは、「エレベーターが乗り物である以上、安全性の確保が前提で

のコスト削減」であり、平成 23 年 12 月に理事や一般の組合員から構成される平成 23 年 12 月に「エレ

ベーター保守検討小委員会」を理事会（営繕委員会）の諮問機関として立ち上げ、当マンションの顧問

マンション管理士（株式会社メルすみごこち事務所）による支援のもと、コスト削減と安全性の確保に

ついて検討を重ね、理事会承認を経て本議案上程となっています。 

  

なお「安全性の確保」について最大の論点は、保守会社を現状のＤＬＮ（実際の作業は東芝エレベータ

ー…機器メーカー系保守会社…が実施）から保守専門会社（いわゆる独立系）への切り替えにより安全

性が損なわれないか、という点です。 

 具体的には、ＤＬＮのほか独立系保守会社３社を競合させ、保守料金のほか、 

①保守の技術力（実績）、②災害時や閉じ込め時の緊急対応スピード、③保守に必要な部品の調達力につ

いて確認を行っています。以下はこれらポイントに対する評価です。 

 

安全性検討ポイント ＪＥＳに対する評価 

①保守の技術力（実績） 

 

・ 東芝製の機器を多数（4,200 台）扱っている 

・ 東芝出身者の中途雇用／技術研修あり 

・ 高層型エレベーター保守実績あり 

②緊急時の対応スピード 

 

・ 最寄りの営業所が近く（千住営業所）対応は期待できる 

・ 東日本大震災時の対応スピードや体制は東芝と遜色ない 

・ バックアップオフィスが北海道・中部にあり 

③保守部品調達力 

 

・ 部品はメーカー（東芝）の純正品を使用。東芝からあらかじめ

調達し同社ストックセンターに確保し調達力を確保している 

※上記評価の確認はＥＶ保守検討小委員会のほかマンション管理士（㈱メルすみごこち事務所）による協力のもと、ＪＥ

Ｓ担当者との質疑回答（※）および同社技術本部長からヒアリング等の確認を経たもの。    
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 最終的には小委員会メンバーがＪＥＳの本社緊急センター（２４時間３６５日スタッフが常駐し遠隔監

視したり緊急時に人員を差配する詰め所）・パーツセンター（保守部品がストックされている倉庫）を見

学し、同社技術本部長と面会してヒアリングを実施し、保守会社を東芝エレベーターから切り替えても

安全性が損なわれるような明確な理由はなく、本議案の趣旨でもある「保守コストを削減し将来不足す

る見込みである修繕積立金への振り替え」を達成することが望ましいと判断しています。 

（※）小委員会とＪＥＳとの細かな質疑回答シートや保守点検の契約書案を“コラボ”上へアップして

ありますので是非ご閲覧ください。 
 
《参考：エレベーター保守について》 

 

○エレベーターは上下を人や物を移動させる乗り物と言え、現在日本には約６７万台のエレベーターが

マンションやビル・商業施設などの建物に設置されています。（平成２４年３月３１日朝日新聞朝刊よ

り） 

○当マンションに設置されたエレベーターは「ロープ式」と呼ばれるもので、井戸のつるべの様な単純

な機構です。なお日本ではエレベーターの安全基準が厳しく、かごが落下して乗客が死亡した事故は

約１２０年の歴史の中でも数件と、自動車や電車・飛行機など他の乗り物と比べて安全性は断然高い

と言えます。 

○エレベーター保守会社は、いわゆる製造メーカー系列５社の保守会社が約８０％のシェアと寡占状態

です。昭和の時代までは独立系（保守専門会社）へ保守会社を切り替えるとメーカーがメンテナンス

部品の供給を渋ったり多額の料金を請求したり供給に時間をかけるなどの嫌がらせが横行していまし

たが、最高裁から独占禁止法違反に該当する判決が出されてから状況は改善されています。   

○もともとコスト意識の高い「企業や官公庁・賃貸マンションオーナー」を中心に保守コストの削減を

目的として保守会社の独立系への切り替えが進められています。マンションに比べ一日あたり乗降客

数が多い機器であっても独立系への切り替えを進めるところが機器そのものの安全性の高さを示して

いると考えられます。マンション管理組合でもここ数年でコスト削減の動きが強くなり切り替えが進

んでいる、とのことです。（メルすみごこち事務所より） 

○当マンションに設置されたエレベーターは８台あり、うち７台はいわゆる汎用品（多くのマンション

で設置されているものと同等のもの）、１台（非常用エレベーター）は他のエレベーターに比べ点検ポ

イントやメンテナンス部品、制御装置などがやや特殊なものですが、ＪＥＳから対応可能との見解を

得ています。 
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第５号議案 管理組合役員の選出細則変更の件 

 
現在制定されている「管理組合役員の選出細則」では、部屋番号順にブロックを分け、各ブロックの部屋番号

の若い順に役員未経験者を輪番によって選出することが定められております。これにより、28 年～29 年の間に
1回は輪番制により役員に選出されることになります。 
一方で、役員一巡目に 2期以上務めた場合における二巡目選出の免除可否については規定がありません。 

例えば二巡目が回ってきた該当組合員や資格者（配偶者等）が高齢になり役員の仕事に耐えられない可能性や専

有部分の相続予定者の目処が立っていない可能性などことを憂慮される方に対しての配慮はなされていません。 
このようなケースを想定し、早めに役員義務を果たしたい方への対応として次の通り選出細則の改定をご提案い

たします。 
 
※包括承継人…相続等によって区分所有権を承継した者。これに対して、売買により区分所有権を取得した者は

特別承継人となります。 
 
※下線部分を追加します。 
第２条 （役員の選出方法） 

役員の選出は、次の各号に従って、行うものとする。 

（１）部屋番号別に、次のＡ～Ｒの 18 ブロックに分ける。 

ブロック 部屋番号 戸数 ブロック 部屋番号 戸数 ブロック 部屋番号 戸数 

Ａ 101～129 29 Ｂ 201～229 29 Ｃ 301～329 29 

Ｄ 330～428 29 Ｅ 429～527 29 Ｆ 601～629 29 

Ｇ 701～729 29 Ｈ 801～905 29 Ｉ 906～1010 29 

Ｊ 1011～1115 29 Ｋ 1116～1219 29 Ｌ 1220～1323 28 

Ｍ 1324～1503 28 Ｎ 1504～1607 28 Ｏ 1608～1714 28 

Ｐ 1715～1907 28 Ｑ 1908～2111 28 Ｒ 2112～2406 28 

 

（２）役員の選出数は、各ブロックより最低１名とする。 

（３）そのブロックに立候補者のない場合には、そのブロックの部屋番号の若い順で、役員の未経験者を輪番

によって選任する。 

（４）立候補者については、優先的に選任する。 

（５）立候補者のあったブロックについても極力輪番による選任を行って、現行の規約上許される最大限の役

員数（理事 20 人/監事 3人の合計 23 人）を確保するようにする。 

（６）輪番制による選任数が、全ブロックの数に満たない場合、各ブロックでの理事既経験者の人数が同数に

近くなるように輪番制で選任するブロックを選ぶ。 

（７）一巡目に複数期役員を務めた者またはその包括承継人は二巡目の輪番において役員免除の申し出を行う

ことができ、申し出があった場合にはこれを認めるものとする。 
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第６号議案 管理委託契約 締結の件 

 

現在管理委託している大和ライフネクスト株式会社との管理委託契約は、平成 24 年 5 月末日をもちま

して契約満了となります。 

つきましては、平成 24 年 6 月１日から平成 25 年 5 月末日までの期間において、下記の条件（１年契約）

で管理委託契約を締結することをご提案申し上げます。 

ご承認のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 

※総会に先立ち、管理会社から重要事項説明会が開催されます。 

※契約の内容の詳細は管理会社から配布された「重要事項説明書」をご参照ください。 

 

 

＜平成 24 年 5 月末までの契約内容＞ 

委託業務費  月額 6,200,900 円 

 

＜平成 24 年 6 月 1日からの 1年間＞ 

①平成 24 年 6 月 1日～7月 31 日までの 2ヶ月間      月額 6,200,900 円 

②平成 24 年 8 月 1日～平成 25 年 5 月 31 日までの 10 ヶ月  月額 5,440,900 円 

 

＜エレベーター保守点検＞ 

①の期間は東芝エレベータ株式会社 

②の期間は管理組合直契約のため削除 
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第７号議案 第４期事業計画､予算(案)承認の件 

 

 

第４期年間事業計画書 
（平成２４年３月～平成２５年２月） 

   3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 回数 備考 
 総合設備点検 ※  20   ○   ○   ○  年4回  

 消防用設備点検 ※      ○      ○ 年2回  

設  エレベーター保守点検  19 24 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ﾘﾓｰﾄ 注３ 

 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ処理槽点検 ※ 13 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 月1回  

 空調設備保守点検 ※  11,12      ○     年2回  

備 空調設備清掃 ※  11,12   ○   ○   ○  年4回  

 水景設備保守点検 ※   8   ○   ○   ○ 年4回  

 雨水利用設備点検    8   ○   ○   ○ 年4回  

管 貯水槽清掃 ※           ○  年1回  

 画像監視システム業務  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

 機械警備業務  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

 建築設備定期検査           ○   年1回  

 雑排水管清掃       ○       年1回  

 簡易専用水道検査  23            年1回  

 防犯カメラ点検  2      ○      年2回  

 特殊建築物定期調査         ○     3年毎  

 定期清掃 ※  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 年6回  

清 日常清掃 ※ フロントマネージャー及びクリーンスタッフが勤務日に実施  注４ 

掃 特別清掃 ※   ○      ○    年2回  

 FIX窓等清掃     ○         年1回  

 低木刈込    ○      ○    年2回  

 中高木冬期剪定           ○   年1回  

 生垣刈込          ○    年1回  

植 予防消毒    ○  ○  ○      年3回  

 手取除草    ○  ○  ○  ○    年4回  

 除草剤散布   ○  ○  ○      ○ 年4回  

栽 芝生刈込    ○  ○  ○      年3回  

 施肥             ○ 年1回  

 植栽その他  1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

 中高木夏期剪定        ○      年1回  

計画 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ汚泥処理   ○      ○       

修繕 震災被害復旧工事                

・                 

工事                 

契約 賠償責任保険  平成23年4月1日～平成24年4月1日～平成25年4月1日  1年契約 

総会 第３期通常総会    19            

理事会   17 7,21             
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 特記事項 
 
 
 

■日常管理業務 
フロントマネージャーによる通勤管理 
 複数体制で勤務 
注1：※印は管理委託契約に基づき、大和ライフネクスト㈱が実施します。 
注2：表上の数字は実施日を表しています。 
注3：エレベーター保守点検については、次のとおり実施します。 
 (表は第４号議案の可決を仮定して作成されています) 
  第４号議案可決の場合 
   3月-7月については 
  ・7台は常時遠隔監視、月１回の遠隔点検、３ヶ月に１度の点検員による現地点検 

・非常用エレベーターは監視付月1回の点検（Ｒ３棟） 
8月-2月については 
・8台すべてについて常時遠隔監視、月１回の遠隔点検、毎月1回の点検員による現地点検 
 

  第４号議案否決の場合 
・7台は常時遠隔監視、月１回の遠隔点検、３ヶ月に１度の点検員による現地点検 
・非常用エレベーターは監視付月1回の点検 
 

注4：クリーンスタッフ勤務日：日月火水木金土 
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イ ニ シ ア 千 住 曙 町 管 理 組 合  
 

第 ４ 期  予 算 案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自   平成２４年 ３月 １日 

至   平成２５年 ２月２８日 
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＜第４期 予算の費目ごとの算定根拠について＞ 
 
第３期執行額が 3 期予算から大きく変わっている点や、3 期と 4 期の予算額を大きく変更した科目や新設し
た科目について、説明させていただきます。4 桁の科目番号は第 3 期収支報告書、第 4 期予算（案）の表に対
応したものです。1号議案およびこの議案に添付してある表と比較してご覧下さい。 
 
一般会計 
 
収入 
1303：直近の月の契約数をもとに 4期の予算額を算出しています。 
1314：登録申請に基づく数字に未提出分も読み込んで 4期予算額を算出しています。 
1315：登録申請に基づく数字で 4期予算額を算出しています。 
1366：一時利用駐車場使用料収入です。3期実績数字に近い額を予算計上しています。 
1375：3 期実績数字に近い額を予算計上しています。 
1465：3 期実績は、防犯灯助成金、NTT からのインターネット電気料、保険事故による保険金収入、カウンター

サービス販売収入です。保険金収入に対する修理費用は「1594 修繕費」、カウンター販売分の粗大ゴミ
券の購入は「1651 雑費」で計上しています。管球類等の購入は共用部分の管球と一緒に購入しているた
め「1631 共用備品消耗品費」で計上しています。4期予算は保険金収入を除く金額を計上しています。 

 
支出 
1501：予算は東京電力からの 17％の値上げの連絡を受け、7 月からの値上げを予想し、同じく 7 月から一部の

共用部分の照明に LED を導入することで、削減できる金額も見込んで数字を算出しています。 
1504：3 期実績は、震災被害によるガーデンウォークの散水配管の破損と水景設備の池からの漏水により実績

数字が大きく予算額を上回っています。4 期は 3 期予算額と同額を計上しています。※漏水により嵩ん
だ水道料金については、原因となる箇所の復旧工事が完了した時点で水道局に免除の申請を行う予定で
おります。 

1541/1561: エレベーターの保守契約を 8 月から JES との直接契約に切り替えることに伴って変更になっていま
す。1543 に計上されているのが､第 4 号議案が可決された場合に 8月-5 月となるＪＥＳとの契約に伴う 

   エレベータの保守費用です。第 4 号議案の否決の場合には、1543 は計上せず、代わりに大和ライフネク
ストとの契約を一部変更して（月 94,500 円の値下げ）締結します。 

1591：第 3 号議案にもとづき共用部分に LED 照明を導入するための費用です。 
   第 3号議案否決の場合にはこの支出はなくなります。 
1594：3 期の実績は年間事業報告書に記載のある修繕工事と保険対応の修繕工事費用です。4 期予算は、3 期通

常総会で承認され 3 期中に支出が無かった震災被害復旧工事費用の一般会計からの支出分 1500 万円と日
常修繕費として 300 万円を予算計上しています。 

1601：4 期予算は年間緑地計画書に基づく費用と、駐車場棟の壁面緑化の補植費用 75 万円を計上しています。 
1613：年一回の管理組合費用負担の FIX 窓清掃費です。4 期予算には、これまで未実施であった R1 棟の吹き抜

け部分にある FIX 窓もお住まいの方がご自分で清掃することが不可能ですので清掃箇所に含めました。
そのため、予実差が生じています。 

1631：4 期予算は共用施設の備品調達費用 100 万円（自転車空気入れ、集会室カーテン、リバービューラウン
ジのイスなどに加えて今後４期に発生をみこむ新規の備品・消耗品費として 50 万円を含む）、防災用品
購入費 90 万円、管球類、インターネット関連用品、その他備品で 190 万円（3 期予算では 180 万円）を
計上しています。 

1641：コラボ 64.8 万円、メルすみごごち事務所顧問料 151.2 万円、AED レンタル料 7.9 万円、共用部分インタ
ーネット 6.3 万円、ペットクラブ運営費 12 万円、マンション管理新聞購読料 1.6 万円の費用を計上して
います。また、3期 4 期の役員の引き継ぎのためなどの懇親会費用 10 万円を今期より計上しています。 

   (ほぼ全数が入れ替わりになるために、引き継ぎのための懇親会を総会日に予定) 
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1642：第 2 期通常総会で承認された 3 期役員分の役員報酬です。細則で任期終了後の後払いとなっており役員
の任期が通常総会までのため、3期役員分は 4期での支払いとなります。 

1651：コピー代やカウンターで販売している粗大ゴミ券購入費やダスキンレンタル料です。 
1655：4 期予算はコピー機リース代 36.8 万円、デマンド監視サービス 4.2 万円、ディスポーザー汚泥引き抜き

115.5 万円（2回分）、防犯カメラ 17 万円の費用を計上しています。 
1701：理事会の裁量で利用できる費用として計上しています。少額 3 期は構造計算書のコピー代と、共用部分

でインターネットが利用できるようにするための費用をこの科目から支出しました。 
1920：第 2 期通常総会の決議に基づき、一般会計から積立金会計に振替をします。 
 
積立金会計 
 
収入 
5341：資金運用の利息です。実績と同額を予算計上しました。 
 
支出 
5501：2/12 の臨時総会で承認された震災被害復旧工事費用 4000 万円と第 2 号議案に提示している長期修繕計

画に基づく工事費用を予算計上しています。長期修繕計画に基づく工事は 4 期の中で必ず実施すると決
めたものではありません。定期的に実施している点検の中で不具合の報告があった時に理事会で検討し、
工事の発注を行います。ただし、ディスポーザー設備や水景設備の機器類に不具合が生じ、部品の一部
のみを交換や修理をするだけで対応できる場合には一般会計の修繕費から支出する場合もあります。 

5520：アワーブレーンによる建物診断費用（分割で 1/3 は 3 期で支出）と長期修繕計画を精査するためにコン
サルタント会社を利用する場合の費用 150 万円を計上しています。 

 
＜ 第４期 震災などの特殊要因に伴う支出総額について ＞ 
 第 4 期予算の一般会計は、単年度では大幅な赤字決算を見込んでおります。 
― 震災復旧のための各種の支出 
― LED 化による節電のための初期投資 
― EV 保守点検契約が８月からのみ変更となり、3-7 月分についてが現行契約での計上となること 
などから、５期以降での財政余力を見る上では、これらの特殊要因による支出を除いたり、１年分にならした
りして計算する必要があります。 
  簡単にご説明させて頂きます。 
 
①震災復旧関連  
修繕費 1800 万円中 1500 万円が２期通常総会で承認いただいた一般会計からの支出 2000 万円が３期に執行 
できなかったものを 4期に繰り越すものです。 このほか、地震による断水で枯れた駐車場の壁面緑化の 
回復費用 75 万円が計上されており、一般会計における震災関連の臨時支出は 1575 万円になります。 

② LED 化のための初期投資 
  352 万円を計上していますが、これは 4期だけに発生する費用です。節電効果については半年分のみを 
  共用電気量に繰り入れていますので、5期目からは別途 50 万円程度の節電効果が期待できるため、 
  5 期においては約 400 万円の収支の改善を見込みます。 
③ EV 保守契約  
  第４号議案にあるように、ＥＶ保守契約の変更による予算の削減分は、月額 242,550 円です。 
  4 期はその恩恵を 8-2 月の 7 か月しか受けていませんが、5期は 12 か月分になりますので、約 121 万円 
  自動的に収支が改善します。 
これら①～③の合計額約 2100 万円は、4期予算における赤字予定額 約 1500 万円を超えていますから、 
こうした特殊要因を除けば 600 万円の積立金会計への振り替えを恒久的に継続した上で、なお収支としては 
黒字を見込めるものと考えます。 
４期から５期への剰余金も組合の支出の 1.5 か月分程度と十分な額を残せるとの判断から、あえて単年度で
は赤字決算が予想される中、LED 化などの中期的に回収可能な投資をご提案させていただいております。 
 

以上第４期事業計画・予算案に承認をお願いいたします。 
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第８号議案 第４期管理組合役員選任の件 

 

第 ４ 期 管 理 組 合 役 員 選 任  

 イニシア千住曙町管理規約に定める役員を同規約の規定および「役員の選出細則」に基づき選任します。なお、

管理組合が3月末締め切りで実施した管理組合の役員への立候補募集には５名の応募がありました。選出細則に従

い、立候補者について全員選任した上で、輪番の規定により全18ブロックから役員の１８名の合計で２３名を役員

として選任することをご提案します。 下記役員の選任にご承認をお願いします。 

 役員候補者名（立候補者に下線） 

部屋番号 氏 名 役 職 ブロック 担当する部屋範囲 

  自治会 A 101～129 

  監事 A 101～129 

  営繕 Ｂ 201～229 

  副理事長Ｂ Ｃ 301～329 

  会計 Ｃ 301～329 

  監事 Ｄ 330～428 

  営繕 Ｅ 429～527 

  共用部 Ｅ 429～527 

  防災・安全 Ｆ 601～629 

  書記 Ｆ 601～629 

  広報 Ｇ 701～729 

  営繕 Ｈ 801～905 

  広報 Ｉ 906～1010 

  書記 Ｊ 1011～1115 

  連絡掛 Ｋ 1116～1219 

  自治会 Ｌ 1220～1323 

  営繕 Ｍ 1324～1503 

  副理事長Ａ Ｎ 1504～1607 

  防災・安全 Ｏ 1608～1714 

  副理事長Ｃ Ｐ 1715～1907 

  理事長 Ｑ 1908～2111 

  共用 Ｒ 2112～2406 

  監事 Ｒ 2112～2406 

 (敬称略・号室順) 

－ 61 －



 表に記載されている“ブロック”名は、管理組合の選出細則に定められた、28-29戸からなる輪番による 
役員を必ずその範囲内から選出することが義務つけられているブロックで、その部屋番号の範囲も記載されてい
ます。理事会への要望は、コラボ・Ｅメール・要望シート提出の３つの方法で集められますが、要望や苦情など
を理事会にあげ、検討を依頼してその結果を持ち帰って最終的に各戸に報告などを実施するのは、担当ブロック
の役員の義務となっております。役員との面談が必要な案件についての担当にもなります。 
４期のご自分のブロックの担当理事の部屋番号を確認しておいていただけるようにお願いいたします。 
 
  立候補者５名は、３期に役員であった方２名、過去に役員としての経験をもたないかた３名でした。 
役員の選出細則では、理事２０名・監事３名の規約に定められた上限を超えない範囲で、立候補のあったブロッ
クについても極力輪番による選任を行って現行の規約上許される最大限の役員数を確保することとなっていま
す。これにしたがって、全１８ブロックから、１人づつ最も部屋番号の若い部屋番号の役員の未経験者を選んだ 
結果が表における輪番（下線なし）で選任された方になります。（別途、このマンションに現にお住まいでない 
区分所有者は役員となることができないとする規定が規約にあるために非居住の方は外して選ばれております） 
 
 この２３名の候補の方からは既に全員から理事会役員に就任することについて承諾書の提出をいただいてお
ります。（本議案が承認されれば、１期から４期まで輪番にて選任された方“全員”が“例外なく”理事会の役
員を務めていただいたことになります。） 
規約では、監事と、理事を各々選任したのち、監事を除く役員の互選によって、理事長などの役職を定めるこ
とになっております。実際には、詳細な役職までの決定に時間を要することと、監事と、自治会を担当する役員
（自治会側の議案に、役員候補として記載して自治会総会で承認を受ける必要がある）の２つの役職については、 
事前に決まっている必要があることから、候補者のほとんどが集まっての互選の回を4/21に実施して、役職の
互選を実施して、理事長ほかの役職につく候補者を表に記載のように決めております。 
本議案では、理事２０名と、監事3名の承認をお願いしております。議案が承認された場合には、選出された
理事20名によって、表に記載の役職の確認議決を直ちに実施する予定です。 
 

 
 
 
 なお、各役職の配置図は上記のようになっています。委員会・協議会などに繋がっている役員とそのセクショ
ン（Ａ－Ｃ）の副理事長には月例理事のほかに、専門委員会・協議会などへの出席が義務つけられていて、副理
事長が、専門委員会と、理事会の橋渡しをします。 
 一方で、理事長や監事・書記・広報・会計は月例理事会に集中して、例えば書記は月例理事会の議事のみの記
録を行いますので、議事録に記載を必要とするの報告・議決要求などはすべて月例理事会中で扱われます。 

理事長 
 

副理事長Ａ 副理事長Ｂ 副理事長Ｃ 

連絡担当 

1 人 

監事 

 ３人 

書記２人 共用部2人広報２人 営繕４人 会計 1 人 自治会  

2 人 

防災・安全  

２人 

営繕 
委員会 

防災・防火 
協議会 

共用施設 

委員会 

自治会 
役員会 
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ここからは議案の一部ではありません。用語の説明などです。 
 

補足：各種点検・清掃概要 
 
■ 総合設備点検 ■ 
給水ポンプ・制御盤などの給水設備、排水ポンプなどの排水設備、共用分電盤・非常灯などの電灯設備
の点検を年４回実施しています。 
 
■ 貯水槽清掃 ■ 
水道法により、年１回の貯水槽清掃が義務づけられています。 
貯水槽の清掃及び水質検査を実施しています。 
 
■ エレベーター保守点検 ■ 
２４時間遠隔監視、月１回のリモート点検、建築基準法に基づく定期検査を年１回実施しています。 
非常用エレベーターは月１回点検員による点検を実施しています。 
第４号議案が可決された場合には、全てのエレベータが、２４時間遠隔監視＋リモート点検＋月１回の点検
員による点検に移行になります。 
保守点検は「フルメンテナンス（ＦＭ）契約」で昇降機の部品交換、機器の修理を状況にあわせて行う契約
です。ただし、乗場扉三方枠の塗装、かご内の貼り物・塗装、床材の修理、意匠変更による改造、新機能・
新規の取替等は含まれません。（これは、第４号議案の可決・否決によらずに同じです） 
 
■ 消防用設備点検 ■ 
消防法により消防設備の設置及び維持点検が義務づけられています。 
年２回、消防設備士による機器点検･総合点検が必要であり、３年に１度、消防署に報告書を提出します。 
また、竣工後１０年を経過したマンションに対しては、消火栓設備の耐圧試験の実施が義務づけられま
す。別途耐圧試験を実施する必要がございます。 
 
■ 建築設備定期検査 ■ 
建築基準法に基づき、換気設備・空調設備（共用部分）非常用の照明設備（共用部分）、給排水設備
（共用部分）の検査を検査資格者により年１回実施し、その結果を管轄行政に報告しています。 
 
■ 雑排水管清掃 ■ 
各戸の台所・浴室・洗面所・洗濯排水口及び共用管を高圧洗浄します。 
清掃を実施した建物には、特別な場合を除き１年間の保証がつきます。 
 
■ 簡易専用水道検査 ■ 
水道法に基づき、受水槽の有効容量が１０立方メートルを超えるものは、厚生労働大臣の登録を受けた
検査機関にて衛生的管理について年１回検査することが義務づけられています。 
 
■ 特殊建築物等定期調査 ■ 
建築基準法に基づき、敷地関係、構造関係、防火関係、衛生関係、避難関係について、検査資格者によ
り３年毎に検査し、その結果を管轄行政に報告します。 
 
■ 防犯カメラ点検（レンタル） ■ 
設置レコーダー機器作動点検および画像確認、機器周辺のクリーニングなどを実施しています。 
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共同住宅保険契約について 
 
マンション共用部分に対し、管理組合を被保険者とする火災保険及び賠償責任保険を付保しております。 

各保険の内容は以下の通りです。 
 
■積立マンション管理組合総合保険（建物共用部分に関する火災保険）■ 

契約保険会社 あいおい損害保険株式会社 

保険期間   平成 21 年 12 月 10 日～31 年 12 月 10 日迄の 10 年間 

保険金額   建物    48 億 4 万円     

保険料    155,052,570 円 

満期返戻金  150,000,000 円 

＜保険の対象＞ 
建物共用部分およびマンション構内のすべての共用設備（管理規約に規定されている
共用部分） 

＜てん補される損害＞ 
火災・爆発・破裂・落雷、建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突、台風・暴風・風
災・ひょう災・雪災および偶然な事故による破損・汚損損害，共用動産のこれらの損害や
盗難も担保 

 
■施設賠償責任保険（エレベータ賠償責任を含む）■ 

契約保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（幹事会社）他３社 

保険期間   平成 24 年 4 月 1 日～25 年 4 月 1 日 

てん補限度額 対人／対物共通で１事故につき１億円 

マンション特約は１事故につき３,０００万円 

自己負担額  なし 

保険料    605,520 円 

＜てん補される事故＞ 
マンション建物共用部分・共用設備等や管理が原因で、居住者、来訪者、第三者等の身体
や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金が支払われます。 
 

■マンション特約■ 

施設賠償責任保険に本特約を付帯することにより，対象とする施設・場所が専有部分およ

び専用使用部分（マンションの部屋内やバルコニー）まで拡大され、これらの部分で起こ

した事故で外部の第三者に法律上の賠償責任を負う場合に損害賠償金が支払われます。

（専有部分からの水漏れ事故など共同住宅特有の事故に備えるための特約です。事故発生

場所を限定しているため、個人賠償責任保険より責任の範囲が狭くなっております。） 
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